
千葉県委託設計業務等成績評定要領 

 

 

（目的） 

第１ この要領は、知事が発注する建設事業に係る委託設計業務等の成績評定（以下「評定」という。） 

に必要な事項を定め､厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって建設コンサルタント等並びに技 

術者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。 

 

（評定の対象） 

第２ この要領において評定の対象となる委託設計業務等（以下「委託業務」という。）は、次の各 

号に掲げる業務をいう。 

一 地質調査業務 

ニ 測量業務 

三 調査業務､計画業務及び設計業務（建築設計業務を除く） 

四 建築設計業務（建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務）、設計

意図を請負者等に正確に伝えるために行う業務及び建築又は建築設備に関する診断業務。（以

下｢建築設計業務等｣という。） 

五 下記に示す単純調査業務 

単純なデータ収集整理業務、単純なデータ処理業務、書類編集的な業務、文献収集業務、補 

償数量の算出、工事記録等資料の分類・整理、工事図面集・写真集の作成、水理・水文観測業 

務、データ加工業務（降雨解析等）、不等流計算等の計算業務（システム開発を除く）、一般的 

な現地踏査、台帳整理等を目的とした資料収集業務、クラック等変状の計測調査（トンネル）、 

施工関連資料の収集整理、定期的なデータメンテナンス、資料収集的な業務、単純なデータ作 

成のみの業務、一般的な交通量の観測業務 

大気汚染・水質汚濁・騒音・振動等調査、分析方法がJIS等で規定されている測定業務等 

２ 評定は､原則として１件の業務委託料が１００万円を超える委託業務について行うものとする。 

 

（評定者） 

第３ 委託業務の評定者（以下「評定者」という。）は､検査監、主任監督（調査）員及び監督（調査） 

員とする。 

 

（評定の方法） 

第４ 評定は､委託業務ごと､評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。 

２ 評定にあたっては､別紙「成績評定考査基準」より行うものとする。 

３ 評定の結果は､検査要綱 別記第４号様式の委託業務成績評定表（以下｢評定表｣という。）に記

録するものとする。 

４ 修補を指示した場合には、修補前の状態で評定し、修補後の評定は行わないものとする。 

 

 



 

（評定の時期） 

第５ 評定の時期は、委託業務の完了検査を実施したときに行い、監督（調査）員、主任監督（調査） 

員及び検査監で評定するものとする。 

 

（評定表の提出等） 

第６ 検査監は、評定表を委託業務検査調書（検査要綱 別記第３号様式）に添付し、技術管理課長 

（以下「課長」という。）又は所属長に復命するものとする。 

２ 主任監督（調査）員及び監督（調査）員は、評定した結果を記録した評定表を完了検査時に検 

査監に提出するものとする。 

 

（評定の結果の通知） 

第７ 課長又は所属長は、検査監から評定表の提出があったときは、当該委託業務の受注者に対して、 

評定の結果を委託業務検査結果通知書（検査要綱 別記第７号様式及び別記第７号の１様式）に 

より通知するものとする。 

 

（評定の修正） 

第８ 課長又は所属長は､第７の通知をした後、関係法令違反､事故等により契約不適合が判明したと

きは、 

当該評定を修正するものとする。 

２ 課長又は所属長は、前項の修正を行ったときは､遅滞なく､その結果を委託業務成績評定通知書 

（別記第１号様式）により当該委託業務の受注者に通知するものとする。 

 

（説明請求等） 

第９ 第７、第８の通知を受けた受注者は、通知を受けた日から起算して１４日（「休日」を含む。） 

以内に書面により、発注機関の長に評定点等について説明を求めることができるものとする。 

 

（説明請求の提出） 

第１０ 第９の書面の提出先は、発注機関の長とする。 

 

（説明請求に対する回答） 

第１１ 発注機関の長は、評定点等の通知を受けた受注者から評定点等についての説明を求められた 

場合、別記第３号様式により速やかに回答するものとする。 

２  発注機関の長は、前項を回答する場合、委託業務成績評定評価委員会に意見を求めることが 

できる。 

３  委託業務成績評定評価委員会は工事成績評定評価委員会と兼ねることができるものとする。 

４  回答の方法は、千葉県建設工事検査要綱（「工事成績評定等実施要領の第９及び第１０の規

定による説明請求等の取扱について」平成１６年７月１３日、技第８７号通知）に準ずるもの

とする。 

 



 

 

（附則） 

この要領は､平成１５年４月１日以降に土木部において契約する業務に適用するものとする。 

 

（附則） 

    この要領は、平成１５年７月１日以降に契約する業務に適用する。 

 

（附則） 

    この要領は、平成２２年４月１日以降に契約する業務から適用する。 

 

（附則） 

    この要領は、令和３年４月１日以降に完了する業務から適用する。 

 

（附則） 

    この要領は、令和５年４月１日以降に完了する業務から適用する。 

 

（附則） 

    この要領は、令和６年４月１日から適用する。 

 

 



別記第 1 号様式【評定点が修正された場合の書式】   

 

  年  月  日  

  

 契約の相手方 

  住所、氏名 

  代表者氏名           様 

 

 

発注機関の長         

     （公印省略）   

 

委 託 業 務 成 績 評 定 通 知 書 

 

貴社が受注した委託業務について、千葉県委託設計業務等成績評定要領第８  

第２項に基づき再度評定した結果を通知します。 

 

委 託 業 務 名   

工     期  自     年  月  日 ～ 至     年  月  日 

完了検査年月日      年  月  日  

当 初 評 定 点 点  

修 正 評 定 点 点  

備     考   



別記第２号様式 

   

  年  月  日   

 

 発注機関の長 

               様 

 

 

受注者         

            

  

 

委託業務成績評定に係る説明書（再説明）請求書（依頼） 

 

  年  月  日付けで通知を受けた委託業務検査結果通知書の評定点に

対して、下記のとおり説明（再説明）を求めます。 

 

記 

１ 委託業務名 

 

 

２ 疑問 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）説明、（再説明）のどちらか一方を二線で消去すること。 
 
 



別記第３号様式 
第     号   

   年  月  日   
 

               様 
 
 

発注機関の長          
（公印省略）  

 
委託業務成績績評定に係る説明書（回答） 

   

  年  月  日付けで貴社から説明を求められました評定内容について、

下記のとおり回答します。 

 

記 

 

1  委託業務名 

 

 

２ 疑問に対する回答 

(委託業務成績評定表、項目別評定点、採点表) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
（注）この説明書(回答)に異議がある場合には、説明書(回答)を受理した日から14日

以内に発注機関の長に再説明請求が出来ます。 



別記第４号様式 

第     号   

  年  月  日   

 

委託成績評定評価委員会 

委員長 技術管理課長  様 

 

発注機関の長   

                                   

 

委託業務成績評定に係る意見請求書（依頼） 

 

○○○○から下記委託業務について「千葉県委託設計業務等成績評定要領」第９

の規定による委託業務成績評定点に係る説明請求を受け、別紙のとおり回答したと

ころ異議を申し立てられました。 

このため、再度回答するにあたり同要領第１１の２の規定により、委託成績評定

評価委員会の意見を求めます。 

 

記 

 

１ 委託業務名 

 

 

２ 受注者の異議申立内容等 

 

 

３ 関係書類 

  別紙のとおり 

 
 
 
 
 
 



別記第５号様式 

第     号   

  年  月  日   

 

発注機関の長 

              様 

 

委託成績評定評価委員会 

委員長 技術管理課長  

                               

  

委託業務成績評定に係る意見書（回答） 

 

  年  月  日 付け  第   号で依頼のありました委託業務成績

評定に係る意見請求については、下記のとおり回答します。 

 

記 

１ 委託業務名 

 

 

２ 意   見 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記第６号様式 

第     号   

    年  月  日   

 

受注者 

              様 

 

発注機関の長 

  

 

委託業務成績評定に係る再説明書（回答） 

 

  年  月  日付けで貴社から説明を求められました評定点について、

下記のとおり再度回答します。 

 

記 

１ 委託業務名 

 

 

２ 回   答（別記第７号様式添付） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記第７号様式 

第     号   

    年  月  日   

 

千葉県入札監視委員会 

委員長         様 

 

発注機関の長 

  

 

委託業務成績評定に係る意見請求書（依頼） 

 

○○○○から下記委託業務工事について「千葉県委託設計業務等成績評定要領」

第９の規定による委託業務成績評定点に係る説明請求を受け、別紙のとおり回答し

たところ異議を申し立てられました。 

このため、再度回答するにあたり千葉県入札監視委員会設置要綱第２条（３）の

規定により、委員会の意見を求めます。 

 

記 

１ 委託業務名 

 

 

２ 受注者の異議申立内容等 

 

 

３ 関係書類 

  別紙のとおり 

 

 
 
 
 
 
 



別記第８号様式 

第     号   

  年  月  日   

 

発注機関の長        様 

 

千葉県入札監視委員会 

委員長 

 

 

委託業務成績評定に係る意見書（回答） 

 

  年  月  日付け   第   号で依頼のありました委託業務成績

評定に係る意見請求については、下記のとおり回答します。 

 

記 

１ 委託業務名 

 

 

２ 意   見 

 

 

 


